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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

中間連結会計期間
第21期

中間連結会計期間
第20期

会計期間
自　2024年６月１日
至　2024年11月30日

自　2025年６月１日
至　2025年11月30日

自　2024年６月１日
至　2025年５月31日

売上高 （百万円） 2,084 2,371 4,373

経常利益 （百万円） 637 904 1,527

親会社株主に帰属する中間（当期）純

利益
（百万円） 400 706 1,002

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 400 706 1,001

純資産額 （百万円） 3,032 3,505 3,321

総資産額 （百万円） 7,330 7,976 7,653

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 15.77 28.83 39.69

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益
（円） 15.60 28.61 39.31

自己資本比率 （％） 39.9 42.8 42.0

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 482 548 1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △47 △43 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △226 △411 △651

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
（百万円） 3,730 4,326 4,233

（注）当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績の状況

　当中間連結会計期間における当社グループの主要な事業領域である国内インターネット広告市場の2024年の市場

規模は、社会のデジタル化を背景に堅調に伸長し、前年比9.6％増の3.6兆円と過去最高を更新しました。総広告費

における構成比は47.6％を占め、広告市場全体の成長をけん引しております（出典：株式会社電通「2024年日本の

広告費」）。また消費者向け電子商取引（BtoC-EC）市場は、経済産業省による2024年の調査「令和６年度デジタ

ル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）報告書」によると、国内のBtoC-EC市場の市場規模は前年比

で1.3兆円、5.1％増の26.1兆円となり、引き続き拡大しております。物販系分野のBtoC-EC市場規模においては、

伸び率はやや鈍化したものの、2024年は前年比3.7％増の15.2兆円と拡大基調が続いております。また、EC化率

（全ての商取引市場規模に対する電子商取引市場規模の割合）が前年比0.4ポイント増の9.8％となるなど、BtoC-

EC市場は依然として着実な成長を続けております。

　当社グループは「『働く』を豊かにする。～B2B領域でイノベーションを起こし続ける～」をミッションに掲

げ、「プロフェッショナルサービス事業」、「SaaS事業」、「DX事業」の３セグメントにおいて事業を展開してお

ります。セグメント間のシナジー効果を発揮する組織体制は当社グループの最大の強みであり、それに加えて、収

益性・安定性・成長性において異なる特性を有しているため、利益を拡大しつつ成長投資を推進してまいりまし

た。

　当中間連結会計期間においては、プロフェッショナルサービス事業における安定的な運用体制を構築するととも

に、SaaS事業では、人員体制の強化や新規事業開発を通じて、継続的成長に向けた基盤整備に取り組んでまいりま

した。また、第三の柱となるDX事業においては、連結子会社である株式会社フィードフォースの「Omni Hub」事業

を、同じく連結子会社である株式会社リワイアへ承継し、DX事業へ集約しました。これらにより、既存収益の柱を

強化するとともに、エンタープライズ案件の拡大、新市場への展開、新サービスの開発を加速させ、持続的な企業

価値の向上を実現してまいります。

 

　この結果、当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は、下表の通りとなりました。

＜連結業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

2025年５月期

中間期

（累計）

2026年５月期

中間期

（累計）

増減額 増減率（％）

売上高 2,084 2,371 286 13.7

EBITDA 762 1,014 251 33.0

営業利益 666 916 249 37.4

経常利益 637 904 267 41.9

親会社株主に帰属する中間純損益 400 706 305 76.3

※EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額

 

　セグメント別の経営成績は、次の通りであります。

＜セグメント区分について＞

セグメント名 所属サービス、所属カンパニー 詳細

プロフェッショナル

サービス事業

「Anagrams」アナグラム㈱

「DF PLUS」㈱フィードフォース

デジタルマーケティングサービス

（広告マーケティング支援、インターネット

広告運用代行、データフィード構築運用）

SaaS事業

「ソーシャルPLUS」㈱ソーシャルPLUS

「CRM PLUS on LINE」㈱ソーシャルPLUS

「dfplus.io」㈱フィードフォース

サブスクリプション型ツール提供サービス

（ソーシャルログイン・メッセージ配信ツー

ル、データフィード管理ツール）

DX事業

「Omni Hub」㈱リワイア

「どこポイ」㈱リワイア

「App Unity Xross ID&IDP」㈱リワイア

「Shippinno」シッピーノ㈱

EC事業支援サービス

（Shopifyアプリ開発、EC構築支援サービス、

IDソリューション、ECの出荷・受注業務自動

化ツール）
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＜セグメント別業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  

2025年５月期

中間期

（累計）

2026年５月期

中間期

（累計）

増減額 増減率（％）

プロフェッショナル

サービス事業

売上高

営業損益

1,224

466

1,468

647

244

180

20.0

38.7

SaaS事業
売上高

営業損益

615

221

667

237

52

15

8.5

7.1

DX事業
売上高

営業損益

245

△21

234

31

△10

52

△4.2

―

合計
売上高

営業損益

2,084

666

2,371

916

286

249

13.7

37.4

 

＜プロフェッショナルサービス事業＞

　プロフェッショナルサービス事業では、エンタープライズを中心とした企業に対し、運用型広告代行及びデータ

フィードマーケティング等のデジタルマーケティング支援を行っております。

　当中間連結会計期間においては、広告運用コンサルタントの採用による広告運用体制の強化を継続的に推進し、

顧客への提供価値の向上に努めました。その結果、新規顧客の獲得および既存顧客との継続的な取引拡大が進捗

し、前中間連結会計期間と比較して増収増益となりました。

 

＜SaaS事業＞

　SaaS事業では、エンタープライズからSMBまで幅広い企業に対し、セルフサービスで高度なマーケティングが実

施できるツールとして、データフィード管理やソーシャルログインシステム等をSaaSにより提供しております。

　当中間連結会計期間においては、Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を中心としたサービス需要が引き続き堅

調に推移し、既存顧客からの受注拡大および新規顧客獲得が進みました。また、人員体制強化や新事業開発への投

資を継続しつつも、売上成長が収益に寄与したことで、前中間連結会計期間と比較して増収増益となりました。な

お、市場環境の変化を総合的に判断した結果「EC Booster」につきましては当中間連結会計期間中にサービスを終

了しております。

 

＜DX事業＞

　DX事業では、主にEC事業者を対象としてShopifyによるサイト構築やShopifyアプリなどの開発・提供を行ってお

ります。

　当中間連結会計期間においては、「Omni Hub」「どこポイ」をはじめとしたShopifyアプリや、IDソリューショ

ン（「App Unity Xross ID」および「App Unity IDP」）、並びにEC構築支援サービスにおける顧客獲得が引き続

き順調に推移しました。また、新サービスの提供を開始するなど事業体制の拡充を進めております。一方で、前連

結会計年度において不採算事業の縮小を行った影響が継続していることから、前中間連結会計期間と比較して、減

収増益となりました。

 

(２）財政状態の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は7,976百万円となり、前連結会計年度末に比べ323百万円増加いたしました。

（流動資産）

　当中間連結会計期間末の流動資産合計は、6,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ291百万円増加いたしま

した。これは主に売掛金が199百万円、及び現金及び預金が93百万円増加したことによるものであります。

 

（固定資産）

　当中間連結会計期間末の固定資産合計は、1,259百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加いたしま

した。これは主に顧客関連資産が55百万円減少した一方、繰延税金資産が82百万円増加したことによるものであり

ます。

 

（流動負債）

　当中間連結会計期間末の流動負債合計は、3,356百万円となり、前連結会計年度末に比べ162百万円増加いたしま

した。これは主に短期借入金が100百万円、及び買掛金が84百万円増加したことによるものであります。

 

 

（固定負債）
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　当中間連結会計期間末の固定負債合計は、1,115百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円減少いたしま

した。これは主に繰延税金負債が21百万円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

　当中間連結会計期間末における純資産合計は、3,505百万円となり、前連結会計年度末に比べ184百万円増加いた

しました。これは主に資本剰余金が340百万円減少した一方、利益剰余金が581百万円増加したことによるものであ

ります。

 

(３）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ93百万円増加し、4,326

百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、548百万円の収入（前年同期は482百万円の収入）となりました。これは

主に、法人税等の支払額334百万円があった一方、税金等調整前中間純利益の計上932百万円があったことによるも

のであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、43百万円の支出（前年同期は47百万円の支出）となりました。これは、

有形固定資産の取得による支出23百万円、及び投資有価証券の取得による支出20百万円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、411百万円の支出（前年同期は226百万円の支出）となりました。これは

主に、自己株式の取得による支出400百万円があったことによるものであります。

 

（４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（５）経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

 

（６）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

 

（７）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当中間連結会計期間において、当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針について重要な変更はありません。

 

（８）研究開発活動

　該当事項はありません。
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３【重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　　　　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 78,400,000

計 78,400,000

 

　　　　②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（2025年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（2026年１月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,454,658 24,454,658
東京証券取引所

（グロース市場）

単元株式数

100株

計 24,454,658 24,454,658 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、2026年１月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプ

ション)の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　　2025年11月４日に発行した第10回新株予約権の内容は以下のとおりです。

決議年月日 2025年10月17日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　１

当社執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行

役員及び使用人　27

新株予約権の数（個）※ 2,140

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 214,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 639

新株予約権の行使期間※ 自　2027年11月５日　至　2031年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　209

資本組入額　424

新株予約権の行使の条件※ （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項※
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）２

※新株予約権の発行時（2025年11月４日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。

①新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則において規定される関係会社をいう。）の取締役、監査役、執行役員又は従業員並びに社外協力者のい

ずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取

締役会が認めた場合には、この限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権の一部の行使はできない。

⑤権利行使時までに、新株予約権者が本新株予約権の割当契約に違反した場合には行使できない。

２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は下記のとおりであります。

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編

対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に
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沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後

行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に定めるところと同様とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

「新株予約権の取得に関する事項」に定めるところと同様とする。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

　　　　②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2025年７月31日

（注）１
△724,700 24,309,158 － 61 － 631

2025年10月１日

（注）２
－ 24,309,158 △51 10 － 631

2025年８月１日～

2025年11月30日

（注）３

145,500 24,454,658 8 18 8 640

（注）１．自己株式の消却による減少であります。

　　　２．資本金の額の減少による減少であります。

　　　３．新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

  2025年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

合同会社理力 東京都港区浜松町２丁目２－15 8,700,000 35.57

塚田　耕司 東京都港区 5,181,500 21.18

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 1,249,200 5.10

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区赤坂１丁目８番１号 898,000 3.67

株式会社マイナビ 東京都千代田区一ツ橋１丁目１番１号 870,400 3.55

阿部　圭司 東京都港区 602,900 2.46

西山　真吾 東京都中央区 280,100 1.14

岡田　吉弘 石川県金沢市 280,000 1.14

加藤　英也 神奈川県横浜市保土ケ谷区 214,500 0.87

小山　純弥 東京都豊島区 214,500 0.87

計 － 18,491,100 75.61

（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　株式会社日本カストディ銀行（信託口）　　　　　　　　　　　        1,249,200株

　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　          898,000株

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式数】

    2025年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 24,447,800 244,478 －

単元未満株式 普通株式 6,858 － －

発行済株式総数  24,454,658 － －

総株主の議決権  － 244,478 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

　該当事項はありません。
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(2)退任役員

　該当事項はありません。

 

(3)役職の異動

　該当事項はありません。

 

(4)執行役員に関する事項

　当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

①新任執行役員

　該当事項はありません。

 

②退任執行役員

役職名 氏　名 退任年月日

グループ執行役員　兼　　株式会社ソーシャルPLUS代表取締役 佐藤　亮介 2025年11月30日

※株式会社ソーシャルPLUS代表取締役は、2025年10月１日に退任しており、同日付で塚田耕司が就任しております。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年６月１日から2025年11月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年５月31日)

当中間連結会計期間
(2025年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,233 4,326

売掛金 1,734 1,933

前渡金 414 426

その他 58 48

貸倒引当金 △14 △18

流動資産合計 6,425 6,716

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 36 44

その他（純額） 31 38

有形固定資産合計 68 82

無形固定資産   

のれん 216 192

顧客関連資産 501 446

その他 6 5

無形固定資産合計 723 644

投資その他の資産   

投資有価証券 0 20

繰延税金資産 276 358

その他 159 153

投資その他の資産合計 435 532

固定資産合計 1,228 1,259

資産合計 7,653 7,976

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,323 1,407

短期借入金 ※ 1,200 ※ 1,300

未払法人税等 334 329

賞与引当金 80 91

その他 256 227

流動負債合計 3,194 3,356

固定負債   

長期借入金 ※ 1,000 ※ 1,000

繰延税金負債 136 115

固定負債合計 1,136 1,115

負債合計 4,331 4,471

純資産の部   

株主資本   

資本金 61 18

資本剰余金 574 234

利益剰余金 2,581 3,162

株主資本合計 3,217 3,416

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △3 △4

その他の包括利益累計額合計 △3 △4

新株予約権 108 92

非支配株主持分 0 0

純資産合計 3,321 3,505

負債純資産合計 7,653 7,976
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年６月１日
　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年６月１日
　至　2025年11月30日)

売上高 2,084 2,371

売上原価 634 694

売上総利益 1,449 1,676

販売費及び一般管理費 ※ 783 ※ 760

営業利益 666 916

営業外収益   

受取利息 0 3

受取配当金 0 0

助成金収入 0 －

その他 0 0

営業外収益合計 1 3

営業外費用   

支払利息 9 13

支払手数料 1 2

持分法による投資損失 19 －

その他 0 0

営業外費用合計 30 15

経常利益 637 904

特別利益   

新株予約権戻入益 0 28

特別利益合計 0 28

税金等調整前中間純利益 638 932

法人税、住民税及び事業税 276 330

法人税等調整額 △39 △104

法人税等合計 237 226

中間純利益 400 706

非支配株主に帰属する中間純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する中間純利益 400 706
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年６月１日
　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年６月１日
　至　2025年11月30日)

中間純利益 400 706

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △0 △0

その他の包括利益合計 △0 △0

中間包括利益 400 706

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 400 706

非支配株主に係る中間包括利益 △0 △0
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年６月１日
　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年６月１日
　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 638 932

減価償却費 72 74

のれん償却額 23 23

株式報酬費用 18 15

新株予約権戻入益 △0 △28

持分法による投資損益（△は益） 19 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 4

受取利息及び受取配当金 △0 △3

支払利息 9 13

売上債権の増減額（△は増加） △244 △199

仕入債務の増減額（△は減少） △398 83

前渡金の増減額（△は増加） 496 △12

未払消費税等の増減額（△は減少） 32 △11

その他 18 △10

小計 691 892

利息及び配当金の受取額 0 3

利息の支払額 △9 △13

法人税等の支払額 △301 △334

法人税等の還付額 102 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 482 548

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △14 △23

無形固定資産の取得による支出 △7 －

投資有価証券の取得による支出 － △20

敷金の差入による支出 △26 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △47 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 133 100

配当金の支払額 － △124

長期借入金の返済による支出 △85 －

株式の発行による収入 24 14

自己株式の取得による支出 △299 △400

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △226 △411

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 207 93

現金及び現金同等物の期首残高 3,522 4,233

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 3,730 ※ 4,326
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

 

（中間連結貸借対照表関係）

※ 財務制限条項

　当社と株式会社みずほ銀行は、特別当座貸越約定書に関する借入方法及び取引条件につき「覚書」を締結し

ており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2025年５月31日）

当中間連結会計期間

（2025年11月30日）

借入金残高 1,000百万円 1,000百万円

　なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。

１．連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2024年５月末の

　　金額のいずれか大きい方の80％以上に維持すること。

２．連結損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこと。

３．各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。

 

　当社と株式会社横浜銀行は、「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のと

おりであります。

 
前連結会計年度

（2025年５月31日）

当中間連結会計期間

（2025年11月30日）

借入金残高 1,000百万円 1,000百万円

　なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。

１．連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年５月末の

　　金額のいずれか大きい方の80％以上に維持すること。

２．連結損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこと。

３．各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。

 

※ネットEBITDA倍率＝（有利子負債－現預金－運転資金－前渡金＋未払金）／（営業利益＋減価償却費）

 

（中間連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 2024年６月１日
　　至 2024年11月30日）

　当中間連結会計期間
（自 2025年６月１日
　　至 2025年11月30日）

給料及び手当 232百万円 210百万円

賞与引当金繰入額 27百万円 27百万円

貸倒引当金繰入額 3百万円 4百万円

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年６月１日
至 2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年６月１日
至 2025年11月30日）

現金及び預金勘定 3,730百万円 4,326百万円

現金及び現金同等物 3,730 4,326
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年６月１日　至　2024年11月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

2024年12月26日

取締役会
普通株式 127 5.00 2024年11月30日 2025年１月31日 利益剰余金

 

３．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得）

　当社は、2024年６月27日開催の取締役会において、会社法第165条の規定により読み替えて適用される同

法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、自己株式436,000株の取得を行いまし

た。この結果、前中間連結会計期間において、自己株式が299百万円増加しました。

 

（自己株式の消却）

　当社は、2024年６月27日開催の取締役会において、会社法第178条に基づく自己株式の消却をすることを

決議し、自己株式436,000株の消却を行いました。この結果、前中間連結会計期間において、資本剰余金が

299百万円、自己株式が299百万円それぞれ減少しました。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月26日

取締役会
普通株式 125 5.00 2025年５月31日 2025年８月８日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

2025年12月25日

取締役会
普通株式 122 5.00 2025年11月30日 2026年１月30日 利益剰余金

 

３．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得）

　当社は、2025年６月26日開催の取締役会において、会社法第165条の規定により読み替えて適用される同

法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、自己株式724,700株の取得を行いまし

た。この結果、当中間連結会計期間において、自己株式が400百万円増加しました。

 

（自己株式の消却）

　当社は、2025年６月26日開催の取締役会において、会社法第178条に基づく自己株式の消却をすることを

決議し、自己株式724,700株の消却を行いました。この結果、当中間連結会計期間において、資本剰余金が

400百万円、自己株式が400百万円それぞれ減少しました。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年６月１日　至　2024年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

中間連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
プロフェッ
ショナルサー
ビス事業

SaaS事業 DX事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,224 615 245 2,084 － 2,084

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 9 4 13 △13 －

計 1,224 624 249 2,098 △13 2,084

セグメント利益又は損失

（△）
466 221 △21 666 － 666

　（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

中間連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
プロフェッ
ショナルサー
ビス事業

SaaS事業 DX事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,468 667 234 2,371 － 2,371

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 9 2 11 △11 －

計 1,468 676 236 2,382 △11 2,371

セグメント利益 647 237 31 916 － 916

　（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間（自　2024年６月１日　至　2024年11月30日）

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計プロフェッショナル

サービス事業
SaaS事業 DX事業

プロフェッショナルサービス

事業
    

　Anagrams 1,188 － － 1,188

　DF PLUS 35 － － 35

SaaS事業     

　EC Booster － 26 － 26

　dfplus.io － 202 － 202

　ソーシャルPLUS － 386 － 386

DX事業     

　Rewire － － 142 142

　Shippinno － － 55 55

　その他 － － 46 46

顧客との契約から生じる収益 1,224 615 245 2,084

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 1,224 615 245 2,084
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当中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計プロフェッショナル

サービス事業
SaaS事業 DX事業

プロフェッショナルサービス

事業
    

　Anagrams 1,445 － － 1,445

　DF PLUS 23 － － 23

SaaS事業     

　EC Booster － 10 － 10

　dfplus.io － 212 － 212

　ソーシャルPLUS － 444 － 444

DX事業     

　Rewire － － 176 176

　Shippinno － － 51 51

　その他 － － 6 6

顧客との契約から生じる収益 1,468 667 234 2,371

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 1,468 667 234 2,371

（注）当中間連結会計期間より、株式会社フィードフォースのShopify事業「Omni Hub」を株式会社リワイアへ吸収分割

により承継したため、「Omni Hub」を「Rewire」に含めて開示しております。なお、前中間連結会計期間のセグメン

ト情報は、変更後の区分に組み替えております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　2024年６月１日
至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年６月１日
至　2025年11月30日）

（１）１株当たり中間純利益 15円77銭 28円83銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 400 706

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利

益（百万円）
400 706

普通株式の期中平均株式数（株） 25,415,792 24,513,650

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 15円60銭 28円61銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） 281,842 183,957

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

第10回新株予約権

新株予約権の数 2,140個

普通株式 214,000株

 

（重要な後発事象）

（自己株式の取得及び消却）

　当社は、2025年12月25日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得することに係る事項を決議しました。また、当社は2025年

12月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しました。

 

（１）自己株式の取得及び消却を行う理由

　当社株式の流動性向上、及び資本効率の改善を図るため。

 

（２）取得に係る事項の内容

　①取得対象株式の種類　　当社普通株式

　②取得し得る株式の総数　800,000株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.27%)

　③株式の取得価額の総額　401百万円（上限）

　④取得期間　　　　　　　2026年１月６日から2026年１月９日まで

　⑤取得の方法　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け

 

　なお、自己株式の取得は2026年１月６日をもって終了しました。

 

（３）消却に係る事項の内容

　①対象株式の種類　　　　当社普通株式

　②消却する株式の数　　　上記（２）により取得した自己株式の全株式数

　③消却予定日　　　　　　2026年１月30日

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

 2026年１月13日

フィードフォースグループ株式会社  

 取 締 役 会 　御 中 

 

 

 有限責任監査法人トーマツ

        横 浜 事 務 所 

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西川　福之

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山崎　光隆

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフィードフォース

グループ株式会社の2025年6月1日から2026年5月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年6月1日から2025年

11月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、フィードフォースグループ株式会社及び連結子会社の2025年11月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
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と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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